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　国労東日本本部は、現在会社と、「労働条件に関する協約」（期限なし）、と「労使間
の取扱いに関する協約」（３年期限）を締結しています。
　「労働条件の協約」は、通年の取り組みとして大会にて要求を決定し、今年度も８月
２９日に申１号として申し入れました。今回の「労使間協約」の交渉は、主に「団体交渉、
苦情処理、便宜供与（勤務時間中の組合活動・会社施設の利用等）」の取扱いを「労・使」
でルール化したものです。

（１）組合員数が１０名以上の場合は１枚、１００名以上の場合は２枚、３００名以上の場合は３枚。
（２）掲示板の設置されていない駅区所、被管理駅、派出所、技術センター及びメンテナンスセンター
　　においては、２名以上９名以下の組合員が在籍する場合、それぞれに情報綴りを１枚設置する
　　ことができる。（尚、休職中の組合員は数に含まない）

　本部及び地方本部、並びに支部ごとに１箇所を上限として許可する。

　会社が施設を管理できる体制において、会社が許可した場合に、会社の施設を一時的に使用す
ることができる。許可を得ようとする場合、会社が別に定める施設等一時使用許可願に必要事項
を記入し、箇所長に提出する。なお、当該箇所に所属する組合員以外の者が使用する場合は、所属、
氏名を記入する。

＜   職場に直結する主な確認点は以下の通りです  ＞


